
久慈川・那珂川流域における減災に係る取組方針の一部改定について

災害対策基本法の改正により、避難勧告が廃止され、避難指示（緊急）と避難勧告が
避難指示に統一されました。これに伴い、久慈川・那珂川流域における減災に係る取
組方針の「避難勧告」の表記を「避難指示」に改定いたします。

取組方針p.13

「避難勧告」⇒「避難指示」
に改定します。
（取組方針のp.6,7,8,13,14,
が該当します）
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